
○
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
八
号

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
青
森
県
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備

促
進
区
域
内
の
海
域
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
徴
収
す
る
占
用
料
及
び
土
砂
採
取
料
の
額
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

青
森
県
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
内
の
海
域
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣

が
徴
収
す
る
占
用
料
及
び
土
砂
採
取
料
の
額
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

青
森
県
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
内
の
海
域
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
徴

収
す
る
占
用
料
及
び
土
砂
採
取
料
の
額
を
定
め
る
告
示
（
令
和
五
年
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

青
森
県
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
内
の
海

青
森
県
沖
に
係
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
内
の
海

域
に
お
い
て
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

域
に
お
い
て
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用

成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
六
項
の
規
定

徴
収
す
る
占
用
料
及
び
土
砂
採
取
料
の
額
は
、
別
表
に
よ
り
算
出
し
た
額
と
す
る
。

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
徴
収
す
る
占
用
料
又
は
土
砂
採
取
料
の
額
は
、
別
表
に
よ

た
だ
し
、
占
用
料
及
び
土
砂
採
取
料
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
よ
り
算
出
し

り
算
出
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
占
用
料
又
は
土
砂
採
取
料
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

た
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
百
円
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す

て
、
こ
れ
に
よ
り
算
出
し
た
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
百
円
と

る
。

し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表

別
表

一

占
用
料

一

占
用
料

占

用

区

分

単

位

金

額

占

用

区

分

単

位

金

額

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の

整
備
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規

整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す

定
す
る
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

占
用
面
積
一
平

八
十
五
円

る
法
律
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
洋

占
用
面
積
一
平

八
十
五
円

設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
等
を
除
く
。
）

方
メ
ー
ト
ル
に

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
ケ
ー

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

ブ
ル
等
を
除
く
。
）

つ
き
一
年

そ
の
他

八
十
五
円

そ
の
他

八
十
五
円

ケ
ー
ブ
ル
等

長
さ
一
メ
ー
ト

九
十
九
円

ケ
ー
ブ
ル
等

長
さ
一
メ
ー
ル

九
十
九
円

ル
に
つ
き
一
年

に
つ
き
一
年

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。








